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１．はじめに 
 

中国地方整備局では、工事の円滑な施工を図ることを目的として、工事中における発注

者と受注者で相互に交換する各種書類の作成・交換・管理の支援や、段階・材料確認等の

監督業務等を支援するための「工事情報共有システム」を利用することにより、その影響

や課題を抽出することをねらいとしております。 

システムを利用される方には、その点御理解頂き、利用上の不便な点・問題点・改良の

余地がある点など、今後のＣＡＬＳ／ＥＣ実現に向けての貴重な意見として活用させて頂

きますので御協力を御願い致します。 

以降、工事情報共有システムを利用するための準備、システムの内容、注意事項、操作

方法等整理しておりますので、本書をよく御覧になられた上で利用されるよう御願い致し

ます。 
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２．工事情報共有システムの概要 
 
２．１ システムを利用するために必要な準備 
システムの利用に関しては、インターネットを利用して操作しますので、インターネットの

接続環境がない方は、接続環境を準備する必要があります。 

※国土交通省内からの利用は、イントラネット環境を利用するため、以下の準備は不要です。 

※現場詰所において利用する際には必要となります。 

 
（１）インターネットの利用に必要なもの 

 実験時に必要となる標準的な整備内容（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク）につ

いて以下に示します。 

１）ハードウェア・ソフトウェアの基本構成 

実験を円滑に行うために整備する環境として、推奨するハードウェア（パソコン）の推奨

案を表 2-1 に、またソフトウェアの構成案を表 2-2 に示します。 

 

表 2-1 ハードウェアの推奨案 

ハードウェア（デスクトップ・パソコン） 

CPU PentiumⅢ（800MHz）以上 

メモリ 256MB以上 

フロッピー・デイスク 3.5 インチ対応 

ハードデイスク 10GB以上のハードデイスク内蔵 

デイスプレイ 17インチ程度 

 

表 2-2 主なソフトウェア 

ソフトウェア 

OS Windows95,Windows98,WindowsNT4.0, 

Windows2000,WindowsXP 

表計算ソフト Microsoft Excel97～2003 

WWWブラウザソフト Netscape Navigator Ver5.0 以上 

Microsoft Internet Explorer Ver5.0 以上 

圧縮・解凍ソフト LHA形式で圧縮・解凍できるソフト 
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２）ネットワークの構成手段及び概算費用 

 インターネットに接続するためのネットワークの構成及びプロバイダ契約などについて、そ

の手段と概算費用を以下に示します。 

①インターネットへの接続方式及び必要機器 

インターネットへの接続方式には、代表的なものとして「アナログ」、「ISDN」、「ADSL」、

「光ファイバー」があります。 

「アナログ」はインターネットに必要な時にだけ接続し、料金は従量制となります。 

「ISDN」、「ADSL」、「光ファイバー」の場合は、料金は定額制で常にインターネットと

接続可能です。（システム的にはダイヤルアップ IP 接続で十分機能します）。 

インターネットに接続するために、パソコンの他にそれぞれ専用の機器が必要となります。

（表2-3「インターネットの利用に必要な環境と費用等」参照） 

 

②プロバイダとの契約 

 インターネットへ接続するためには、プロバイダへの加入が必要となります。プロバイダ

契約基本料金は、事業者、接続形態、利用するサービスなどによってかなりの開きがありま

すが、国内有数のプロバイダの場合、ダイヤルアップ IP 接続では、基本料金（インターネ

ット接続料金）2,000 円/月程度、通信料金（従量課金）10 円/分程度、他の接続方式で

は基本料金4,000円～8,000円程度が見込まれます。 

 

 
接続機器 プロバイダ契約 

アナログ接続 
ISDN 接続 
ADSL 接続 

光ファイバー接続 

専用モデム 

ISP 

Internet 

接続回線 
 

 

 

 

 

 

図 2-1 インターネットの利用に必要な環境 
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表 2-3 インターネットの利用に必要な環境と費用 

接続方式 アナログ ISDN ADSL 光ファイバー 

使用回線 公衆電話回線 公衆電話回線 公衆電話回線 専用線（光ファイ

バー） 

常時接続 不可 可 可 可 

初期費用 

（工事費等） 

0円 3,000円程度 4,000円程度 30,000円程度 

機器代 10,000円程度 

（専用モデム） 

20,000円程度 

（TA（DSU）） 

20,000円程度 

（専用モデム） 

20,000円程度

（専用モデム） 

インターネッ

ト接続料金 

2,000円/月程度 4,000円/月程度 4,000円/月程度 8,000円/月程度

通信料金 10円/分程度 ― ― ― 

（平成16年 3月現在） 

 

表 2-４ 各接続方式の通信速度 

接続方式 アナログ ISDN ADSL 光ファイバー 

通信速度 32kbps 程度 64kbps 程度 8～12Mbps 程度 100Mbps 程度

（平成16年 3月現在） 

 

 以上の内容からADSLで接続した場合の概算費用を例として以下に示します。 

 

表 2-5 インターネット利用に概算費用例 

初期費用 

ADSL回線機器 ADSLモデム 2万円

NTT電話加入権 － 7 万円

プロバイダ契約 初期費用（工事費、契約料等） 4,000円

運用費用 

NTT電話回線使用料 （月額） 3,000円/月

プロバイダ契約 基本料金 4,000円/月

（平成16年 3月現在） 
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２．２ システムの概要 
工事情報共有システムは、以下の６つの機能から構成されています。その内容について

以下に示します。 

 表 2-6 工事情報共有システムで用意されている機能と利用対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用対象者  
機能名称 

受注者 総括監督員及び工

事に関与する職員 
主任 
監督員 監督員 現場技術員 

(1)工事打合せ簿確認・作成機能 ● ● ● ● ● 
(2)立会予定確認・作成機能 ●  ● ● ● 
(3)電子納品用ファイル一括ダウ

ンロード機能 
●     

(4)様式ダウンロード機能 ● ● ● ● ● 
(5)掲示板機能 ● ● ● ● ● 
(6)工程管理機能 ●     

（１）工事打合せ簿確認・作成機能の概要 

「工事打合せ簿確認・作成機能」は、施工中に交換される工事打合せ簿書類を電子

的に交換・共有するための機能です。 
機能の特徴としては、受注者からの「協議」に対して迅速に回答するために、事務

所事務所関係職員間で電子的に決裁を行う機能が用意されています。 
また、発注者側で「指示」を行うときも同様に、指示内容が適切かを決裁できるよ

うになっています。 
各職員の本機能を利用する上での役割分担について以下の表 2-7に、利用の流れを

図2-2、図 2-3にそれぞれ示します。 

 表 2-7 工事打合せ簿確認・作成機能利用対象者の役割分担（操作内容） 

機能の操作内容 
分類 受注者発議 

(受注者から発注者へ打合せ簿を送信する場合) 
発注者発議 

(発注者から受注者へ打合せ簿を送信する場合) 
総括監督員及び 

工事に関与する職員 
(副所長・課長・係長等) 

・受注者から送信された打合せ簿の確認・

決裁（決裁者に指定された場合のみ）（③） 
・打合せ簿の作成、決裁者の指定（①） 
・他の職員が作成した打合せ簿の確認・決

裁（決裁者に指定された場合のみ）（②） 
・受注者からの打合せ簿の回答の確認（⑥） 

主任監督員 
 

・受注者から送信された打合せ簿の確認、

決裁者の指定（②③） 
・回答の送信（④） 

・打合せ簿の作成、決裁者の指定（①） 
・他の職員が作成した打合せ簿の確認・決

裁（②） 
・打合せ簿の送信（③） 
・受注者からの打合せ簿の回答の確認（⑥） 

発 

注 

者 

監督員 
(現場監督員含む) 

・受注者から送信された打合せ簿の確認・

決裁（決裁者に指定された場合のみ）（③） 
・打合せ簿の作成、決裁者の指定（①） 
・他の職員が作成した打合せ簿の確認・決

裁（②） 
・打合せ簿の送信（代理送信）（③） 
・受注者からの打合せ簿の回答の確認（⑥） 

受
注
者 

現場代理人、主任技術

者または監理技術者 
・打合せ簿の作成及び発注者への送信（①） 
・発注者からの打合せ簿の回答の確認（⑤） 

・発注者から送信された打合せ簿の確認

（④） 
・打合せ簿に対する回答（⑤） 
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（受注者から発注者への打合せ簿の送信から回答確認までの流れ） 

図 2-2 工事打合せ簿確認・作成機能の利用イメージ１ 

 

主任監督員 
(監督員) 

総括監督員及び 
工事に関与する職員・現場技術員
(副所長・課長・係長等) 

共有サーバー 

④打合せ簿に

対して回答 

②打合せ簿の送

信を確認・決

裁者の指定 

⑤回答を確認 

③打合せ簿内

容確認・決裁

社内調整 
(電子メール) 

本社・支社・支店 

内容確認 
(参照のみ) 

受注者 

本社・支社・支店 
総括監督員及び 
工事に関与する職員・現場技術員 
(副所長・課長・係長等) 

主任監督員 
(監督員) 

共有サーバー 
②打合せ簿内容

確認・決裁 
確認 

(参照のみ) 

④打合せ簿

を確認 

⑤打合せ簿に

対して回答 

現場代理人、主任技術

者または監理技術者 

社内調整 
(電子メール) 

① 打合せ簿を作成し

登録決裁者指定 

③打合せ簿の送信 

発注者 

⑥回答を確認 

 

現場代理人、主任技術者

または監理技術者 

①打合せ簿

を作成し

送信 

受注者 発注者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発注者側での指示書作成からから受注者に送信、回答確認までの流れ） 

図 2-3 工事打合せ簿確認・作成機能の利用イメージ２ 
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（２）立会予定確認・作成機能の概要 

「立会予定確認・作成機能」は、段階確認・材料確認など施工中の現地立会作業の

申請（受注者）から実施日程を決定するまでの情報交換をネットワーク上で行うため

の機能です。 
機能の特徴としては、立会を行う主任監督員・監督員・現場技術員などの作業予定

をあらかじめ登録しておくことにより、受注者からの「立会申請」に対して迅速に関

係者のスケジュールを確認し、日時を決定できるように考慮されています。 
また、受注者側でも関係職員の作業状況が確認できるため、日程調整の手戻りを最

小限にできるようになっています。 
各職員の本機能を利用する上での役割分担について以下の表 2-8に、利用の流れを

図2-4にそれぞれ示します。 
 

 表 2-8 立会予定確認・作成機能利用対象者の役割分担（操作内容） 

分類 機能の操作内容 
主任監督員 

 
・作業予定の入力 
・受注者からの立会申請内容の確認・回答(②) 
・実施日時、内容、立会者等の登録(③) 

監督員 
 

・作業予定の入力 
・受注者からの立会申請内容の確認(②) 

発 

注 

者 現場技術員 
 

・作業予定の入力 
・受注者からの立会申請内容の確認(②) 

受
注
者 

現場代理人、

主任技術者

または監理

技術者 

・立会申請の登録(①) 
・主任監督員からの立会申請に対する回答の確認(④) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-4 立会予定参照・登録機能の利用イメージ 

 

 

本社・支社・支店 監督員・現場技術員 

主任監督員 

共有サーバー 

②立会申請内

容を確認 

作業予定の登録 

社内調整 
(電子メール) 

実施状況の確認

作業予定の参照 

①立会申請内

容の登録 

④回答の確認 

作業予定の登録 

③立会申請に対する回

答(実施日時、内容、

立会者等)の登録 

調整 

現場代理人、主任技術者

または監理技術者 

受注者 発注者 
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（３）様式ダウンロード機能の概要 

「様式ダウンロード機能」は、中国地方整備局土木工事共通仕様書（平成１５年度版）

に定められている文書様式（施工様式（１１様式））を電子化し、ダウンロードするための

機能です。対象様式を表 2-9 に示します。 

 

 表 2-9 様式ダウンロード機能におさめられている様式一覧 

No 様式名称 No 様式名称 

1 工事打合せ簿 7 施工体制台帳（下請負人に関する事項） 

2 工事履行報告書 8 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 

3 段階確認書 9 品質証明書（中間・既済部分・完成） 

4 材料確認願 10 品質証明報告書 

5 確認・立会願 11 事故等速報 

6 施工体制台帳  

 

（４）掲示板機能の概要 

「掲示板機能」は、発注者から受注者へのお知らせや受発注者間での意見交換、シ

ステムに関する問合せなど、本実験参加者間で情報交換を行うための機能です。 
また、ＣＡＬＳ／ＥＣに関連するページや国土交通省関係のページへのリンクも容

易に行えるようになっています。 
掲示板機能で用意されている機能の内訳について以下の表 2-10に示します。 

 

 表 2-10 掲示板機能で用意されている機能内訳 

機能内訳 機能の概要 

新着情報 過去 1 か月分の新着情報を新しいものから順に表示す

るページ 

事務所からのお知らせ 事務所所長・副所長・課長など、職員からの連絡事項な

どを参照するページ 

何でも談話室 受注者間で、自由に意見交換を行うページ 

 

サポートセンター システムの概要や操作説明などの参照、システムに対す

る質疑応答を行うページ 

関連サイトへのリンク 関連するインターネット上のページへリンクするリン

ク情報が掲載されているページ 
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（５）工程管理機能の概要（参考（受注者側機能）） 

「工程管理機能」は、「週間工程管理」、「月間工程管理」の２種類の機能に分類され

ています。 
「週間工程管理」機能では、毎週行う作業を工種あるいは種別毎に入力し、週間工

程を作成します。その際、前週の作業内容をベースに修正する機能や昼間・夜間の作

業の入力を分け、夜間・休日作業予定の入力内容から自動的に休日・夜間作業届を作

成するなど文書作成作業を支援する機能が用意されています。 
「月間工程管理」機能では、契約当初の計画工程の入力から毎月の実績入力、作業

の遅れや契約変更に伴う変更計画の入力など、作業数量及び期間を入力し、月毎の工

程表及び工事履行報告書を作成します。 
両機能のイメージを図 2-5 に示します。 
※工程管理機能は、インターネット上で操作するシステムではなく、必要なソフトを

ダウンロードし、受注者のパソコン環境で動作する機能です。 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        図 2-5 工程管理機能の機能イメージ   

各種工程管理帳票の出力イメージ 

・週間作業予定入力イメージ 

・月間作業予定入力イメージ 
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２．３ 操作に関する注意事項 
 
（１）システムの操作について 

工事情報共有システム内に多数存在するボタンのクリックは、必ず一回のみクリックして

ください。ダブルクリックや処理中の再度のクリックは、システムのエラー発生や誤動作、

二重登録などの元となりますので特にご注意願います。 

 
また、画面を 1つ前に戻る時、     を

クリックして戻らないでください。必ずシス

テムのボタンをクリックして作業を進めてく

ださい。 

システムを終了する時も、必ずログオフをク

リックして終了してください。 
1回のみクリック 

 

 

ログオフボタンで

終了する 

戻るボタンをクリ

ックしない 
 

 

 

 

 

 

 

 
（２）工事打合せ簿に添付するファイルについて 

「工事打合せ簿確認・作成機能」の工事打合せ簿作成時には、添付資料（データ）を共に

送信することができますが、図面などの大容量の情報は送信できません。添付する全ての

データ容量が1MB以下であることを目安に使用して下さい。 

尚、短時間での送信、受信を行うため、添付ファイルを圧縮することにより効率的に作業

を行うことができます。 

 
（３）システム利用と従来までの運用との関係 

システムで交換する情報は、実際の業務に反映されるものですが、法制度の改正等が実施

されていないため、システムでやり取りした情報も従来どおり書面で提出するようにして

ください。

 

 10



３．工事情報共有システム操作方法 
 
３．１ システムを起動する 
この章では、実験用ホームページの表示から、システム起動・終了処理、

またその際のログイン処理やログイン時のパスワード変更方法などについて

示します。 

 
３．１．１ 実験用ホームページの表示方法 
「工事情報共有システム」を起動するためには、ブラウザソフト（Internet Explorer／

Netscape Navigator）を起動し、イントラネットから、中国地整ホームページの中にあるCALS

／ECのページを表示し、システム起動ボタンをクリックします。 

 

 中国地方整備局ホームページのＵＲＬ：HTTP://www.cgr.mlit.go.jp  
  

●ＣＡＬＳ／ＥＣのトップページへ（次頁） 

●中国地整ホームページのトップページ 
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 上記の手順でシステムログインページが表示できたら、現在表示しているページを「お気に

入りに追加（Internet Explorerの場合、Netscape Navigator御使用の場合は、「bookmark

を追加」）」することにより、次回から即座に開くことができます。 
 

 

●中国地整ホームページのトップページより（前頁） 

●ＣＡＬＳ／ＥＣのトップページ 

●システムログインページ 

システム起動ボタンをクリック 

ユーザ名／パスワードを入力し、システムにログイン

（ＤＢ接続） 
※ログイン方法については、「３．１．２」章を参照 

知っていると便利 
システムログインページを即座に開く 

 



 
３．１．２ システム起動・終了方法 
まず前述の手順でシステムログイン画面を表示します。 

与えられたユーザー名、パスワードを入力後、     ボタンをクリックすると、ログオ

ンし工事情報共有システムメイン画面が表示されます。     ボタンをクリックすると、シ

ステムをログオフし、システムログイン画面に戻ります。 
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（１）システムメイン画面 

メイン画面の表示内容、操作内容について以下に示します。 

 
 

システムにログインした

社名が表示されます 

各機能の画面を

表示するボタン 

ログイン時点での

状況を表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 １）各機能を使用する場合画面左の各ボタンをクリックします。 

 ①メインボタン 

 上記のようなシステムメイン画面を表示します。 

 ②工事打合せ簿確認・作成ボタン 

  工事打合せ簿一覧画面を表示します。（→３．２参照） 

 ③立会予定確認・作成ボタン 

 立会予定一覧画面を表示します。（→３．３参照） 

④電子納品用ファイル一括ダウンロードボタン 

 打合せ簿・立会依頼の帳票のダウンロード画面を表示します。（→３．６参照） 
 ⑤様式のダウンロードボタン 

 様式のダウンロード画面を表示します。（→３．２．４参照） 

 ⑥掲示板ボタン 

 掲示板画面を表示します。（→３．４参照） 

 ⑦システムのダウンロードボタン 

 システムのダウンロード画面を表示します。（→３．５参照） 

⑧メールアドレス変更ボタン 

 メールアドレスの登録、通知を行う画面を表示します。（→３．２．５参照） 

 ⑨パスワード変更ボタン 

  パスワードの変更画面を表示します。（→３．１．３参照） 
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２）状況表示 

■工事打合せ簿 

 新規打合せ簿の受信状況を表示します。新しい打合せ簿が届い

ている場合は、右のように表示されます。 

 
■立会依頼 

立会依頼の申請状況を表示します。申請後、未回答の場合は、

右のように表示されます。 

 
■本日の予定 

システム起動日の予定を表示します。（個人予定及び立会予定） 

 
■最新の情報に更新 

             ボタンをクリックすると、状況表示を最新の情報に更新します。 
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３．１．３ システムへのログインパスワードの変更方法 
 画面左のボタンから      ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。 

 現在のパスワードを新しいパスワードへ変更することができます。現在のパスワード、新しい

パスワード、もう一度新しいパスワードの確認入力した後、      ボタンをクリックすると、

パスワードの変更が完了します。 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 本システムでは、認証手順としてユーザ名・パスワードの入力による認証を行っていますが、

これらの情報はインターネットに存在するハッカーや悪質な者に洩れないとも限りません。自

分が扱う情報を守るための手段としてパスワードをまめに変更することが、一つの対策として

考えられますので、少なくとも一度は、初期値からのパスワード変更を行って下さい。 
 

操作のキーポイント 
パスワードの変更 
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３．２ 工事打合せ簿確認・作成機能の操作 
この章では、受発注者間で工事打合せ簿を交換するための「工事打合せ簿

確認・作成機能」の操作方法について示します。 

 

３．２．１ 文書の作成・送信方法 

（１）工事打合せ簿一覧画面 

 メイン画面左のボタンから      ボタンをクリックすると、以下のような工事打合せ簿

一覧画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事打合せ簿新規作成

画面へ 

新規に打合せ簿を

作成する場合 

③ 

② 

① 

工事打合せ簿の参照

画面へ 

①表示フィルタ機能 

一覧表示されている工事打合せ簿データを「工事名称」「主任監督員」「発議事項」によって

絞り込み、一覧を表示することができます。 

 

②工事打合せ簿一覧タブ 

送受信された打合せ簿は、以下の分類によりそれぞれのタブに表示されます。（該当文書が１

件もない場合、そのタブはクリックされません。） 

■未読タブ       ……発注者から送信された打合せ簿のうち、まだ参照していないもの

を表示します。 

■既読／送信済みタブ  ……発注者から送信された打合せ簿のうち参照済みのもの、受注者か

ら送信した打合せ簿を表示します。 
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③打合せ簿一覧の見方 

 
 

a ｂ 

 

 

 

ａ．発議者 ａ 

 発注者から打合せ簿が送信されてきた場合、「主任監督員」の名前が表示されます。受注者

が打合せ簿を作成し送信した場合、「業者名」が表示されます。 

 

ｂ．処理回答／回答年月日 

発注者から送信されてきた打合せ簿の回答を返信すると、処理回答欄には「承諾」「受理」

「その他」等が表示され、回答年月日には日付が表示されます。受注者が送信し、発注者側で

回答された場合も同様です。 

 

 

 
打合せ簿の一覧表示について 

 

 

 

 打合せ簿は、発議年月日が新しいものから順に表示され

ます。一覧は１００件まで表示可能ですが、これを越える

場合、右のような頁送りのアイコンが表示されますので、

これをクリックすることにより閲覧が可能となります。 
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（２）工事打合せ簿の新規作成 

新規に打合せ簿を作成する場合、      ボタンをクリックすると以下のような工事打

合せ簿新規作成画面が表示されます。工事打合せ簿内容、添付図書の入力を行い、      ボ

タンをクリックし送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
送信後、工事打合せ

簿一覧画面へ 
 

 入力する各項目について、以下に説明します。 

■工事打合せ簿内容の登録 

 ①タイトル 

 工事打合せ簿のタイトルを入力します。 

 ②工事名称 

 打合せ簿の送信先として工事名称を選択します。複数の工事に対して同一内容の文書を送

信する場合には、工事を複数指定します。 

 ③発議者 

 「請負者」が自動的に指定されます。 

 ④発議年月日 

 発議年月日を指定します。 

 ⑤発議事項 

 指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他の各事項から発議事項を選択します。 

 ⑥内容 

  工事打合せ簿の内容を入力します。 
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 ⑦補足事項 

  工事打合せ簿の内容に対して補足すべき事項を入力します。（打合せ簿には印字されませ

ん） 

 ⑧添付書類のファイル添付状況／添付書類の内訳及び提出方法 

  本打合せ簿に添付した書類の区分及び各添付書類の内訳、提出方法について入力します。 

 

■添付図書の登録 

 打合せ簿に関係する文書ファイル等を添付することができます。作成した工事打合せ簿に対し

て、最大５件まで添付ファイルを登録することができます。 

 

 

 

 

添付ファイル指定 

 ①新しい資料名 

 添付図書の資料名を入力します。 

 ②送信するファイル 

 参照ボタンより、添付ファイルとして送信するファイルを選択します。 

 

 

 

 

操作のキーポイント 
添付するファイルの形式について 

 

 打合せ簿に添付するファイルとして以下のものを推奨します。 

 アプリケーションソフト 形式 

・文書関係 JVSTSYSTEM 

一太郎※１

jtd、jfw、jbwなど 

・表形式の資料 Microsoft Excel※１ xls、xlt、csv など 

・図面、写真 特に指定なし bmp形式、jpg形式、tiff 形式、

gif 形式など 

※１ バージョンの指定については、特に指定していません。 

これ以外のファイルの添付については、担当工事の主任監督員に御相談下さい。 

 

■送信 

入力した内容で工事打合せ簿を発注者へ送信します。 
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３．２．２ 発注者より送信されてきた工事打合せ簿の参照方法 

 主任監督員から送信された工事打合せ簿の参照においては、次の手順で操作します。 

まず、工事打合せ簿一覧画面から表示したい工事打合せ簿のタイトル名をクリックします。する

と、以下のような工事打合せ簿確認・作成画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■添付資料参照 

リストから資料名を選択し、開くと送信されてきた添付資料を参照できます。添付されたファ

イル形式がパソコンにインストールされているソフトの形式でない場合は、そのファイルを開か

ずにパソコンにダウンロードします。 

 

■回答の送信 

内容を参照後、回答内容を入力し発注者に対し回答を送信します。回答送信後、自動的に工

事打合せ簿一覧画面に戻りデータは既読／送信済み一覧に表示されます。 

 

 

クリックする

と、添付図書参

照へスクロー

ルします 

回答送信後、工事打合せ簿一覧画面へ 



３．２．３ 受注者が作成・送信した工事打合せ簿の参照方法、修正・削除の方法 
受注者が作成した工事打合せ簿の参照においては、次の手順で操作します。 

まず、工事打合せ簿一覧画面から表示したい工事打合せ簿のタイトル名をクリックします。す

ると、以下のような工事打合せ簿確認・作成画面が表示されます。 

 

 

クリックする

と、添付図書参

照へスクロー

ルします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受注者が作成、送信した工事打合せ簿がまだ発注者側で参照されていない場合のみ、「削除」

「修正」ボタンが表示され、操作が可能となります（次頁操作のキーポイント参照）。 

 

工事打合せ簿削除 

工事打合せ簿登録

画面へ 

■添付図書参照 

リストから資料名を選択し、開くと送信されてきた添付資料を参照できます。添付されたフ

ァイル形式がパソコンにインストールされているソフトの形式でない場合は、そのファイルを開

かずにパソコンにダウンロードします。
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 受注者が作成・送信した工事打合せ簿を修正・削除する場合の方法を以下に示します。送信

した工事打合せ簿が既に発注者によって参照済みとなった場合は、以下の機能は不可となりま

す。 
■工事打合せ簿の修正 

登録された工事打合せ簿の内容を修正したい場合、      ボタンをクリックすると工

事打合せ簿登録画面を表示し、内容を修正することができます。 

 

■工事打合せ簿の削除 

登録された工事打合せ簿の内容を削除したい場合、      ボタンをクリックすると以

下のメッセージ画面が表示されます。     ボタンをクリックするとデータを削除すること

ができます。

操作のキーポイント 
受注者が作成・送信した工事打合せ簿の修正・削除方法について 
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３．２．４ 帳票出力機能 
「工事打合せ簿確認・作成」画面からExcel 出力ボタンをクリックすると工事打合せ簿

の Excel ファイルが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
決裁者が承認処理を行った打合せ簿に関しては、Excel出力の際に、電子印鑑及び決済日が

セットされます。 

 操作のキーポイント 
工事打合せ簿への電子印鑑の押印 

■ 工事の監督員等：画面aのように決裁内容

が出力されます。決裁者指定が無い場合は、

斜め線となります。決裁内容については、

「承認」の場合は、各電子印と承認日が、

「未承認（意見有り）」の場合は、未承認

印と未承認日がセットされます。その他の

場合は空白です。 

■ 事務所の一般職員：決裁者に指定された時

のみ画面ｂのように決裁内容が出力されます。決裁者指定が無い場合は、表示されません。

決裁内容については、「承認」の場合は、承認印と承認日が、「未承認（意見有り）」の場合

は、未承認印と未承認日がセットされます。その他の場合は空白です。 

 

b

a 
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３．２．５ 地整規定様式ファイルのダウンロード方法 

画面左のボタンから     ボタンをクリックすると、以下のような様式ダウンロード画

面が表示されます。中国地方整備局土木工事共通仕様書別冊様式集、中国地方整備局施工様式を

ダウンロードすることができます。ダウンロードしたい様式名称をクリックするとダウンロード

を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２．６ 打合せ簿着信通知機能 

打合せ簿、立会依頼のデータが登録されると同時に、当該工事の担当者（受発注者）へ

通知メールを自動で送信します。メールアドレスの登録件数は 4 件までで、通知内容を選

択できます。詳細内容通知を選択すると、打合せ簿の本文も含めて通知することが可能で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式をダウンロード 

 

 



 
３．３ 立会予定確認・作成機能の操作 
※本機能は、主任監督員・監督員・現場技術員のみが利用する機能です。

この章では、段階確認・材料確認など施工中の現地立会作業の申請（受注者）

から実施日程を決定するまでの情報交換をネットワーク上で行うための「立

会予定確認・作成機能」の操作方法について示します。 

 
３．３．１ 立会依頼の実施方法 
（１）立会予定一覧画面／予定参照期間指定画面 
画面左のボタンから      ボタンをクリックすると、以下のような立会予定一覧画面

が表示されます。現在までの主任監督員との立会依頼業務の状況が一覧表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間立会予定画面へ 

■立会依頼の登録 

立会依頼を登録する場合、       ボタンをクリックすると予定参照期間指定画面が

表示されます。 

 

 

■予定参照期間の指定 

 立会依頼を行う対象工事及び依頼期間を指定し、      ボタンをクリックすると、週間

立会予定画面が表示されます。 
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（２）週間立会予定画面／依頼内容選択画面 

指定した対象日時及び依頼期間における発注者側の作業予定が表示されます。作業状況を確

認した上で依頼が可能と考えられる場合、立会依頼の追加を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 立会依頼決定登録

画面へ  

■前週表示／次週表示 

 表示されている週より前の週の予定を表示させたい場合は、        ボタン・次の週

の予定を表示させたい場合は、       ボタンをクリックします。 

 
 

 

■立会依頼の追加 

依頼が可能と考えられる場合、          ボタンをクリックすると依頼内容選択

画面が表示されます。 

 

 

■依頼内容の選択 

立会依頼区分として①段階確認、②材料確認、③第３者立会、④その他を選択し、      

ボタンをクリックし依頼内容を決定します。 

 

 

■登録済作業予定の選択 

 一覧に表示されている立会予定名称をクリックすると、職員メッセージ表示画面が表示されま

す。 
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（３）立会依頼決定登録画面 

 選択した依頼区分に対する内容を入力する立会依頼決定登録画面を以下に表示します。    

それぞれの内容を入力後、      ボタンをクリックすると内容は登録されます。登録完了

後、自動的に週間立会予定画面へ戻り依頼したデータは保留中として一覧表示に追加されます。 

 

 

１）段階確認画面 

 立会依頼区分が段階確認の場合、以下の登録画面が表示されます。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
登録後、週間立会予定画面へ 

 

 

 

入力する各項目について、以下に説明します。 

 ①工事名 

  既に対象工事名として指定した工事名が表示されます。 

②立会依頼内容 

 先に選択した立会依頼区分が表示されます。 

 ③依頼時間帯 

  依頼年月日と依頼時間帯をリストから選択します。 

④立会場所 

 立会場所について入力します。 

⑤種別 

 確認作業の種別を入力します。 

⑥細別 

 確認作業の細別を入力します。 

⑦確認時期項目 

 確認する項目について入力します。 

⑧施工予定時期 

 施工予定時期について入力します。 
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２）材料確認画面 

 立会依頼区分が材料確認の場合、以下の登録画面が表示されます。 

 

登録後、週間立会予定画面へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入力する各項目については、以下に説明します。 

■依頼内容 

 ①工事名 

  既に対象工事名として指定した工事名が表示されます。 

②立会依頼内容 

 既に選択した立会依頼区分が表示されています。 

 ③依頼時間帯 

 依頼年月日と依頼時間帯をリストから選択します。 

④立会場所 

 立会場所について入力します。 

 

■確認内容 

 ①材料名 

  確認する材料名を入力します。 

②品質規格 

 材料の品質規格を入力します。 

③単位 

 材料を表す単位を入力します。 

④搬入数量 

 材料の搬入数量を入力します。 
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３．３．２ 立会依頼後の回答の受け取り方法 
 立会依頼後、以下のように立会予定一覧画面に予定が表示されます。発注者から返信された回

答内容を参照します。 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 一覧に表示されるデータの登録区分として以下の区分が表示されます。 

①保留中   ：回答を返信していないもの。 

②時期決定  ：回答済で日時が決定したもの。（立会は未実施） 

① 立会後未確認：立会日が過ぎており、実際の立会日が登録されていないもの 

② 再検討要求 ：日時再調整の回答を返信したもの。 

③ 確認完了  ：実際の立会日が登録され、一連の作業が完了しているもの。 

 

詳細表示画面へ

■通知内容の確認 

 依頼した内容に対しての主任監督員からの職員メッセージ 

表示画面が表示され、内容を確認できます。更に、      

ボタンをクリックすると、右のような詳細表示画面が表示されます。  

 

 

 
■最新の情報に更新 

             ボタンをクリックし、立会予定一覧を最新の情報に更新します。  
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３．３．３ 立会予定コピー機能 
 立会予定作成時に過去の依頼内容をコピーし作成する機能です。 

過去の立会予定の詳細画面の         ボタンクリック時に表示されている立会予定

データを立会依頼登録画面にあらかじめ入力された状態で表示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．３．４ データ登録履歴一覧表の表示・出力 
「立会予定一覧」画面において表示（登録）されている履歴を、一覧表で表示します。 
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３．４ 掲示板機能の操作 
この章では、発注者から受注者へのお知らせや受発注者間での意見交換、

システムに関する問合せなど、本システム参加者間で情報交換を行うための

機能である「掲示板機能」について説明します。 

 
 掲示板機能は、「新着情報」「事務所からのお知らせ」「何でも談話室」「サポートセンター」

「関連サイトへのリンク」の５つのメニューから構成されています。各メニューの内容について

以下に示します。 
 
 
３．４．１ 新着情報 
「新着情報」では掲示板機能により登録された過去 1 ヶ月の新着情報を、新しいものか

ら順に表示します。 

 

各掲示板のページ

へリンク 
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３．４．２ 事務所からのお知らせ 
 「事務所からのお知らせ」では、本システムに参加する事務所職員から広範に伝達したい内容

などを、登録・削除できます。また登録された内容を参照できます。 
 
 

 

登録した意見の

削除 

新たに意見を登

録する 

削除したい項目をチェッ

クし、「削除」ボタンをク

リック 

事務所を切り替えることにより、 
管内全事務所のお知らせを表示できる 

入力情報に関する 
ファイルを添付する 



３．４．３ 何でも談話室 
 「何でも談話室」では、本システムに参加する中国地整管内全職員及び全受注者の間で、工事

の内容などに限らず、何でも情報を発信できる掲示板です。またその情報を削除できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登録した意見の

削除 

入力情報に関する 
ファイルを添付する 

削除したい項目をチェッ

クし、「削除」ボタンをク

リック 

新たに意見を登

録する 
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３．４．４ サポートセンター 
 「サポートセンター」では、工事情報共有システムを利用する上での質問・問題点などの質疑

応答を行うＱ＆Ａ、操作説明などの情報を参照できるページです。 

 

工事情報共有システムの

各操作画面から、サポート

センターを起動すること

が可能 

 
 
 
 
 
 

「Q＆A」への登録内
容を新しいものから

順に表示する 

システムの操

作マニュアル

を表示 

「Q＆A」登録画面（質問登録）

入力情報に関する 
ファイルを添付する 
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３．４．５ 関連サイトへのリンク 
 「関連サイトへのリンク」では、「各種通達・基準」、「電子納品関係」に関するホームページ

および「各事務所」ホームページへのリンクを行うページです。 

 

 

各種ホーム

ページへ

リンク 
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３．５ システムダウンロードの操作 
この章では、受注者が使用可能である工程管理システムの入手を行うシス

テムダウンロードの操作について示します。 

 

 
３．５．１ システムのダウンロード方法 

画面左のボタンから      ボタンをクリックすると、以下のようなシステムのダ

ウンロード画面が表示されます。ツール名の部分に表示されている「工事情報共有システ

ムオフラインツール」をクリックすると、このシステムをダウンロードすることができま

す。 

 

※受注者が使用する工程管理を行うためのシステムですので、発注者側ではダウンロード

の必要はありません。 
 
 
 
 
 
 

 

システムをダウンロード 
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３．６ 電子納品対応機能 
この章では、電子納品対応機能として、工事完了時にシステムにて登録

した打合せ簿・立会依頼の帳票を一括ダウンロードする機能を説明します 

 

 
３．６．１ 帳票のダウンロード方法 

画面左のボタンから      ボタンをクリックすると、ダウンロード画面が表示さ

れます。              ボタンをクリックすると、該当工事の打合せ簿及

び添付資料、立会予定の帳票を圧縮ファイル形式（複数の Excel ファイルを圧縮）にて出

力します。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当工事で登録した工事打合せ簿及び添付資料、

立会予定の帳票をすべて出力する。 

工事の選択 



 以下の画面のように「ダウンロード」が表示されたら、その文字をクリックすることによりフ

ァイル（ＬＺＨ圧縮ファイル）をダウンロードできます。ファイルの内訳は以下のような構成で

作成されます。 

 

XXXXXXXXX
(工事コード）

打合せ簿 指示

（発議毎のフォルダ） （日付毎のフォルダ）

35200311251002.XLS

BBYYYYMMDDKNNNN.xls
BB:部コード

YYYYMMDD:日付
K:発議者区分

NNNN:日付内の連番

2003-11-6

YYYY-MM-DD

協議

(指示と同じ）

その他

段階確認

材料確認

その他確認

追加部分

(報告もその他へ）

(段階確認書のみ格納する）

(第３者）

ダウンロード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打合せ簿作成時の添付資料の区分や内訳、提出

方法などの入力内容が、「添付状況.txt」内に、

記述されています。 
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